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告 示
栃木県告示第410号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　保安林予定森林の所在場所
　　鹿沼市上大久保字水無943、944-１、945、字向原944-２、字小辰目946、947、957-１から957-13まで、
字油久保952、953、字大辰目954から956まで、959-４、960、961、963から967まで、草久字クドレ4127か
ら4129まで、字畑ケ久保4130-１
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅱ
１　保安林予定森林の所在場所
　　大田原市河原字鍛冶内1090、1091、1124、1159、1160、1160-２、字鍛冶内入2049-３から2049-６ま
で、2050-１、2051-１、2051-２、2052-１、2327から2330まで、2357、2361、2375から2378まで、2383、
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2385、字百目鬼2038-１、2038-２、2039、2040-１、2041-１、字福岡1079、2035-１、2035-２、2035-６、
2036-１、2036-２、2037、字山神平2042、2043-１、2043-５から2043-10まで、2043-12、2044-１、2044-
２、2045、2046、2048-１、2048-２
２　指定の目的
　　水源の涵養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅲ
１　保安林予定森林の所在場所
　　芳賀郡茂木町大字入郷字石畑後山239-１から239-４まで
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　字石畑後山239-１（次の図に示す部分に限る。）
イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び茂木町役場に備え置い
て縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第411号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第２項にお
いて準用する生活保護法第50条の２の規定により指定施術機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出があっ
たので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変 更 年 月 日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令和３（2021）
年７月１日

長　弘典 小山市大本1572 宇都宮みゆき接骨院
（上河原整骨院）

宇都宮市御幸町255-１
（宇都宮市大通り３-１-11）
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（注）表中の（　）内は変更前のもの
（保健福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第412号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年７月26日から同年８月24日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山矢板線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

25
前

那須烏山市上川井521-１から
さくら市鹿子畑852まで

9.9 ～ 9.9 212.8

後
那須烏山市上川井521-１から
さくら市鹿子畑2187まで

13.0 ～ 19.8 630.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山矢板線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

25
前

さくら市鹿子畑2028から
さくら市鹿子畑1932まで

11.6 ～ 16.3 930.5

後
さくら市鹿子畑2028から
さくら市鹿子畑1932まで

12.7 ～ 18.2 930.5

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第413号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年７月26日から同年８月24日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

25
主 要 地 方 道
那 須 烏 山 矢 板 線

さくら市鹿子畑2182から
さくら市金枝1885まで

令和３（2021）年
７月29日14時

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第414号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２第６項の規定により次のとおり指定代理納付者を指定した
ので、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第52条の２第２項の規定により告示する。
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　　令和３（2021）年７月26日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　指定代理納付者の主たる事務所の所在地及び名称
⑴　主たる事務所の所在地
　　栃木県宇都宮市今泉３丁目12番22号
⑵　名称
　　日信電子サービス株式会社　事業本部　東日本支社　栃木営業所
２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類
　　栃木県総合運動公園駐車場使用料
３　指定期間
　　令和３（2021）年４月１日から令和４（2022）年３月31日まで

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第415号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道路の延長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路　

さくら市櫻野字前原1145-１の一部 延長57.90ｍ
幅員5.00ｍ
　　6.00 ～
　　6.16ｍ

令 和 ３
（2021）年
２月25日

大 田 原
土木事務所

矢板市乙畑字鶴ヶ池1665-１、1665-
２、1665-４の各一部

延長50.39ｍ
幅員6.00ｍ

令 和 ３
（2021）年
３月18日

大 田 原
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第416号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定（平成元（1989）年３月22日第21号）を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道路の延長
及 び 幅 員

廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

下都賀郡野木町大字丸林字雷電410-
１の一部

延長24.27ｍ
幅員4.00ｍ

令 和 ３
（2021）年
６月11日

栃 木
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
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　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

三 和
土地改良区 理 事 下山　静昭 足利市板倉町984

令 和 元
（2019）.
11.28

〃 堀江　　實 　〃　　〃　566-６ 〃

〃 桑澤久次郎 桑澤久次郎 　〃　　〃　867-５ 〃
令 和 元
（2019）.
11.29

〃 近藤　英一 近藤　英一 　〃　　〃　335-１ 〃 〃

〃 石川　富三 石川　富三 　〃　　〃　333 〃 〃

〃 三俣　富司 三俣　富司 　〃　　〃　1206 〃 〃

〃 近藤　忠光 近藤　忠光 　〃　　〃　262 〃 〃

〃 入江　泰三 入江　泰三 　〃　　〃　143-１ 〃 〃

〃 古暮　智一 古暮　智一 　〃　　〃　138-13 〃 〃

〃 島村　　誠 島村　　誠 　〃　　〃　1422-１ 〃 〃

〃 堀江　大七 堀江　大七 　〃　　〃　1409-１ 〃 〃

〃 田米開利男 田米開利男 　〃　粟谷町380 〃 〃

〃 和田　　泰 和田　　泰 　〃　　〃　104 〃 〃

〃 和田戦太郎 和田戦太郎 　〃　　〃　431-２ 〃 〃

〃 金井　達夫 金井　達夫 　〃　　〃　62-５ 〃 〃

〃 和田　　實 和田　　實 　〃　　〃　314 〃 〃

〃 星野　純一 星野　純一 　〃　松田町675-３ 〃 〃

〃 田米開　諭 田米開　諭 　〃　粟谷町370 〃 〃

〃 近藤眞一郎 　〃　板倉町208-２ 〃

監 事 近藤眞一郎 　〃　　〃　　〃　
令 和 元
（2019）.
11.28

〃 浜岡　久雄 　〃　　〃　149 〃

〃 増田　義弘 　〃　名草下町248 〃

〃 堀江　　實 　〃　板倉町566-６
令 和 元
（2019）.
11.29

〃 斉藤　　誠 　〃　　〃　247-４ 〃

〃 田米開　茂 　〃　葉鹿町１-５-８ 〃
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（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和３（2021）年７月26日

栃木県立岡本台病院長　　増　　井　　　　　晃　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　調剤支援システム及び調剤機器更新業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　契約日から令和４（2022）年２月14日（月）まで
⑷　履行場所　栃木県立岡本台病院　薬剤科
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　　大分類「Ｎ　通信、情報処理」、小分類「２　情報関連サービス」
⑶　令和３（2021）年９月７日（火）において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町2162番地　栃木県立岡本台病院　医事栄養課
　　電話　028-673-2211
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　令和３（2021）年７月27日（火）から同年８月24日（火）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所で交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　　令和３（2021）年９月７日（火）　午前11時　栃木県立岡本台病院管理診療棟２階講堂に持参又は郵送
すること。（ただし、郵送の場合は、同日午前10時までに、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
⑷　入札方法
　　１の⑴の件名で、総価で入札する。
⑸　入札書の記載方法等
　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　　令和３（2021）年７月27日（火）から同年８月24日（火）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から午後４時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留
郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和３（2021）年８月31日（火）までに文書にて通知する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
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⑶　入札の無効
　　２の入札参加資格のない者が提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に
係る入札書は、無効とする。
⑷　落札者の決定方法
　　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the service to be required:
　　Dispensing support system and dispensing equipment renewal business consignment
⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
　　11:00 a.m., 7 September, 2021
　　Deadline for postal Bidding Document (Documents must arrive no later than):
　　10:00 a.m., 7 September, 2021
⑶　Information is available at:
　　Medical Nutrition Division
　　Tochigi Prefectural Okamotodai Hospital
　　2162 Shimookamotocho, Utsunomiya, Tochigi
　　329-1104
　　TEL 028-673-2211

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────


